
（別紙１－１ まあじ） 

第１ 特定水産資源 

 まあじ 

 

第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等 

  １ 山口県まあじ中型まき網漁業 

(1) 水域 

(2)の対象とする漁業が、まあじの採捕を行う水域  

(2) 対象とする漁業 

         中型まき網漁業（漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和 38 年農林省令第

５号）（以下「許可省令」という。）第 70 条第１項に掲げる漁業をいう。以下こ

の別紙において同じ。） 

(3) 漁獲可能期間 

         周年 

    (4) 漁獲量の管理の手法等 

        当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等

の報告に係る期限は、次のとおりとする。 

       ① 当該管理年度中（②に規定する場合を除く。） 

 陸揚げした日からその属する月の翌月の 10 日 

       ② 知事が法第 31 条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで

（漁獲可能量の追加配分等により当該知事管理区分の漁獲可能量の総量が当

該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限り

ではない。） 

 陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第

91 号）第１条第１項に規定する行政機関の休日は算入しない。） 

                                                                       

  ２ 山口県まあじ中型まき網漁業以外の漁業 

(1) 水域 

     (2)の対象とする漁業が、まあじの採捕を行う水域 

    (2) 対象とする漁業 

敷網漁業（山口県漁業調整規則第４条第９項に掲げる漁業をいう。以下この別

紙において同じ。） 

すくい網漁業（山口県漁業調整規則第４条第 10 項に掲げる漁業をいう。以下こ

の別紙において同じ。） 

大型定置漁業（法第 60 条第１項に掲げる定置漁業権に基づく定置漁業をいう。

以下この別紙において同じ。） 

山口県内に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がまあじを

採捕する漁業（中型まき網漁業、敷網漁業、すくい網漁業及び大型定置漁業を

除く）。 



    (3) 漁獲可能期間 

         周年 

    (4) 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させ

ない管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。 

        陸揚げした日からその日の属する月の翌月の 10 日 

       

第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

１ 本県に配分された漁獲可能量のうち、８割（トン単位小数第 1 位以下四捨五入）を

山口県まあじ中型まき網漁業に配分する。 

 

２ １の規定にかかわらず、数量の融通の結果、知事管理区分の数量変更が生じる場合

には、あらかじめ山口県日本海海区漁業調整委員会及び山口県瀬戸内海海区漁業調整

委員会の意見を聴いて定めた方法により、知事管理区分の配分量を変更するものとす

る。 

 

第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 

敷網漁業、すくい網漁業及び大型定置漁業においては、漁獲可能量による管理以外

の手法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。この場合における

当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左欄に掲げる漁業の種類ごとに、それ

ぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 

漁業の種類 漁獲努力量（単位：隻・統） 

敷網漁業 ４４隻 

すくい網漁業 ５１隻 

大型定置漁業 ９統 

 

第５ その他資源管理に関する重要事項 

   法 31 条に定める場合に該当するか否かについては、当該知事管理区分の漁獲量が

当該知事管理漁獲可能量の 85 パーセントを超えるときを基準として、漁獲量の推移

に応じて判断する。 


